
開催日時

場所 上市町役場２階　第１会議室

出席委員

１番 冨樫　隆 ３番 村上　正毅 ４番 林　忠治 ５番 碓井　繁

６番 中川　治 ７番 山本　裕子 ８番 青木　幸男 10番 岩城　正治

12番 酒井　喜之

出席推進委員 ６名

事務局 出席者

事務局長　碓井　秀樹

事務局長代理　米山　洋　

議事録署名委員 10番 岩城　正治 12番 酒井　喜之

議事日程 １. 開会

２. 会長の挨拶

３. 議事録署名委員の指名　

４. 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について

議案第２号

議案第３号

報告第１号

５. その他

次回委員会の開催予定について

第23回総会

日時　令和７年６月５日（木）午後２時から

場所　上市町役場２階　第１会議室

６.

開会

事務局長

会長

事務局長

会長

事務局

会長

第22回　上市町農業委員会総会議事録

令和７年５月２日（金）　午後２時

９名

農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について

農地法第２条第１項の規定に関する非農地の決定について

農地法第１８条第６項の規定による届出について

閉会

それでは、第22回の上市町農業委員会総会を開催したいと思いますので宜しくお願いいたします。

只今の出席委員は、12名中９名であり、定足数に達しておりますので、総会が成立することをご報告いたし
ます。また推進委員は６名中６名出席していただいております。

それでは、開会にあたりまして、林会長よりご挨拶をお願いいたします。

会長あいさつ

会長ありがとうございました。
それでは議事の方に入っていきたいと思います。総会の議事は会長が行うことになっております。会長宜し
くお願いいたします。

はじめに議事録署名委員の指名を行いたいというふうに思います。10番　岩城委員さん、12番　酒井委員さ
んにお願いいたします。なお本日の会議書記には、事務局の米山さんの方にひとつよろしくお願いしたいと
そういうふうに思っとります。

それでは議案に入るわけでありますけど「議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請の許可審議につ
いて」事務局より議案の説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい。ただいまの事務局の説明に関連してですね、地区担当委員からの報告をお願いいたします。１番●●
委員、●●推進委員、２番●●委員、●●推進委員、３番４番　●●委員、●●推進委員　よろしくお願い
いたします。それでは1番の方からよろしくお願いいたします。
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１番について説明いたします。場所ですが、●●●●●●●の方へ約●●●●程行ったところ。●●●の土
手の下にある場所です。譲受人は●●●●●さん、●●●●さんは●●というか●●で、●●さんの●●か
ら●の●●さんが●●され、それから●●●●●さん●の方へ●●されたという案件です。この土地に関し
ては現在●●●●●●さんが水田をやっており●●●●●さんが水の管理及び草刈りをやっているという話
を伺ってきました。これに関しては特に問題はないと思います。以上です。

それでは●●推進委員さん。

●●委員さんと同じなんですけど申請地のとこ見ていたところ田んぼ起こしてあって今は水が張ってありま
した。今言われた通り●●●ぐらいに●●●●生産組合長やっとられた時に、●●になられた時に●●●●
●●にちょうど●●●●●の関係でやってもらったと。田んぼは作ってもらうんだけど周りの草刈とかそう
いうのは今言われたとおり今は私達がやっていますと。主に●●●さんの方が●いっとられるがみたいで●
●●と●●●●達がやっとられると。反対側の●●●の方に横に私の田んぼありましてその横にも田んぼ
持っとられるんですね。●●●が草刈りにこられたもんだから色々とまたちょっとまた同じこと聞きまし
た。●●●さんも家に行って聞いてきましたけど。土手とかも草刈りとかものり面の草刈りもきちっと綺麗
にやっとられましたので、特に問題はないかなと思います。以上です。

はい。ありがとうございました。それでは２番について●●委員さん。

まず場所ですが●●●●●の●●●●●●の●●●●●の一角になります。入り口が●●●●から●●ぐら
いで●●●●●の●●●に向かって扇形に広がったような小さい土地で樹木が●●●ぐらい植えてあるがか
な。その間に野菜を植えると。偶々●●●●さんと●●●●さん●●●●●で●●さんがもう管理が出来な
いから●●さんにお願いしますと譲渡しますということで、それと同時にこの人あの●●●●●●の●●●
●で●●●●の●●●に●●されたそうで、●●へ●●ながら●●の●●をやるということです。だそうで
す。樹木と樹木の間に食べる分だけ植えるという。実際畑として使う面積いうたら●●●●●の内●●●く
らいでもあるがでしょうかねほんのわずかの●の地面になります。あと●●●●も通って勉強しとられるそ
うでちょっと●●●●●●で。●●●●で勉強して金になるようなもんを目指して作りたい言うとられたん
やけど●●も●●なもんでどこまで出来るかちょっと●●●なところもあるがだけど。今現在は何の問題も
なく大丈夫だと思います。以上です。

●●推進委員さん

私も見に行った時ちょうど耕運機で耕しとられたとこ見とったんですけど、今言われたようにその三角の図
面を見ると左側の方の一画で耕運機を使って耕しておられました。他特には問題ないかと思っております。
以上です。

はい。ありがとうございました。それでは３番４番併せて●●委員さんから

●●委員も私も色々調査した結果、ほぼ問題はないんじゃないかなということです。ただ現状はですね３番
の方の面積が大きい方かな●●●●●。●●●ですよね。●●の●●さんが●を植えているそうです。刈り
取りまでは●●ぐらいですからそのまま。もう一件の方は、●●●●さんが水稲作って引き受けていると。
２件とも今後●●したいって話があったもんだから●●さんの方が今後耕作されると。まあ両方とも●●●
を作付けすると。●●じゃなくて●●の作付けするって報告になっていますので特に問題がないんじゃない
かなと思います。●●委員も地元では特に問題ないと言っとられました。以上です。

はい。●●推進委員さん

はい。別に問題はないかと思います。

これより質疑に入ります。質疑のある方は発言をお願いします。

●●さん●●さんちゃ●●●だね

●●●●で通ってそれなりの●●なるもん作りたいと言われるがだけど、ならんさきにどうなるか難しいと
ころです。

営農計画出いてあるから●●●●だねやっぱり

●●●●の●●●だそうです。

●●さん、これあの●●さんはほとんどこれ●●け

今回の申請は●●●。●●の●●

その他何か質問ございますか。

採決してもよろしいですか。それでは採決いたします。

議案第１号について、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。第１号議案につきましてでは原案のとおり許可することといたします。

では次に「議案第２号　農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について」
事務局より説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、質疑のある方は発言をお願いいたします。

質問意見はございますか
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上市町農業委員会

会長　林　忠治

岩城　正治

酒井　喜之

貸付の期間は最低●●け

●●からです。

それでは採決いたします。

議案第２号について、「意見なし」とすることに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第２号については「意見なし」といたします。

では次に、「議案第３号　農地法第２条第１項の規定に関する非農地の決定について」事務局よりお願いい
たします。

（議案書をもとに説明）

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員、推進委員からの説明ご意見をお聞かせ願いたいという
ふうに思います。●●委員、●●推進委員ひとつよろしくお願いいたします。

場所はですね見取り図でお分かりかと思いますが真ん中の方走っとります●●●●●●●●●●、●●の方
ずっと先行きますと●●とか●●とか●●●●●●●上がって行く道路となっております。図面のほぼ中央
付近に●●●●の●●●がありましてその向かいっ側が申請者の●●●●の●●であります。申請地の状況
ですが●●さんの隣が●の●●になっとりまして幼いころから知っているつもりでありまして、少なくとも
●●●以上は農地として利用も管理もされていない土地であります。現状は写真のとおり成長した杉林中に
農地があるような状況になってまして非農地とすることに何の問題もないことに私は思います。なおあの申
請に至った経緯ですが、●●さんは●さんも●●●●●であったんですが、共に●●で●●とも●●に入っ
とられまして土地の管理することが出来なくなっております。そこで●●に●●●おられる●●●が先々の
ことを心配して土地の●●を前提に土地家屋調査士の方に相談して調べてもらった結果、調査士の方からで
すね農地と非農地を区分すべきだということになりまして今回の申請に至ったようです。以上です。

はい、●●推進委員さん

●●●●は田んぼだったようですがどうみても山林です。起こせる状況ではありませんのでどうしようもな
い非農地の判定になると思います。こういう場所が山手では多いもので、昔から●●では段々と農地が減っ
ていると実感しているところです。以上です。

はい。ありがとうございました。これより質疑に入ります。質疑のある方は発言をお願いします。

この地図からしたら住宅もすぐそこにあるような感じであるがですけど

何か質疑とありますれば、なければ採決いたしますがどうでしょう。

議案第３号について、原案のとおり非農地とすることに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第３号についてでは原案のとおり承認いたします。

では次に、「報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による届出について」事務局より説明をお願いいた
します。

（議案書をもとに説明）

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について質疑のある方は発言
をお願いいたします。

よろしいでしょうか、以上で報告第１号を終わらせていただきます。

それでは以上をもちまして、第22回上市町農業委員会総会を閉会いたします。お疲れ様でございました。

　この議事録は事実と相違ないことを証明する。

　　　令和７年５月２日

　　　議事録署名委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10番　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　12番　


